
事務補佐員（期間業務職員）の募集について（障害者求人）

札幌高等検察庁では、以下のとおり、事務補佐員１名を募集しています。

１ 採用人数

１名

２ 採用期間

令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで

※雇用期間終了後、勤務実績等により再採用の可能性があります。

３ 勤務場所

札幌高等検察庁

札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎

４ 業務内容

一般行政事務の補助的業務

・ パソコンを使用した文書作成、データ入力、整理事務

・ 業務書類のチェック、コピー作業

・ 簡易な電話交換

・ 郵便物の仕分け、配布

・ その他一般事務の補助業務全般

※ 御本人の要望も踏まえ、柔軟に対応します。

５ 勤務時間

８時３０分から１７時１５分までの間の６時間以上

（１２時～１３時は休憩時間）

６ 休日

土、日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

７ 給与等

時給１，１３６円から１，４９５円程度



（フルタイム（７時間４５分）勤務の場合の日給は、８，８０４円から

１１，５８６円程度）

（職歴等に応じて上記金額の範囲内で決定します。）

（国家公務員給与の改定が行われた場合は、適宜見直しが行われます。）

通勤手当あり（月額上限１５０，０００円以内）

その他勤務時間等を考慮の上、賞与を支給します。

一定の条件を満たした場合、国家公務員退職手当法が適用され、退職手

当を支給します。

８ 応募資格

次に掲げる手帳等の交付を受けている方

ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下、「指定医」

という。）若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法

律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（心臓、じん

臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス

による免疫又は肝臓の機能障害については、指定医によるものに限

る。）

イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児

童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保

健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であること

の判定書

ウ 精神障害者保健福祉手帳

高校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方

パソコンの基本的な操作（エクセル、ワード、一太郎等）ができる方

なお、以下のいずれかに該当する方は、応募できませんので御了承くだ

さい。

１ 日本国籍を有しない者



２ 国家公務員法第３８条の規定により国家公務員になることができない

者

３ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外）

９ 選考方法

１次選考 書類選考

１次選考不合格となった場合は、書面でその旨を通知します。

また、その際に、提出していただいた履歴書及び職務経歴書を返却

します。

２次選考 面接（就労支援機関様同席可）

（令和８年２月上旬頃に実施予定）

１次選考合格者に対してのみ連絡して実施します。

10 応募方法

次の書類を下記「11 応募書類送付先」まで送付してください。

履歴書（市販のもので可。３か月以内に撮影した顔写真貼付のもの。）

※ 職務遂行上の配慮等の確認のため、障害の状況（種別や程度）や

配慮事項等を可能な範囲で履歴書に御記入ください。

職務経歴書（様式任意。勤務先名、在籍期間、業務内容等を明記した

もの。）

能力適性の把握と合理的配慮のため、障害者手帳のコピー（障害の種

類・等級の部分）の提出に御協力ください。

就労支援機関を御利用の方は、当該就労支援機関のパンフレット（コ

ピー可）及び担当者が分かるものを同封してください。

（応募締切日：令和８年１月２３日（金）必着。）

11 応募書類送付先

〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎

札幌高等検察庁人事課 宛て



12 その他

応募により取得した個人情報は、採用手続事務の目的以外に利用するこ

とはありません。

また、応募の秘密は厳守します。

【お問合せ先】

〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎

札幌高等検察庁 人事課 (担当： 庄 山、相馬)
しようやま そう ま

電話０１１－２６１－９２２１（平日９時から１７時まで）


